
　障害保健福祉施策については、障害のある人の地域における自立した生活を支援する「地域生活
支援」を主題に、住民に最も身近な市町村を中心にサービスを提供する体制の構築に向けて必要な
改正を行ってきた。
　2006年度に「障害者自立支援法」が施行され、「支援費制度」において、身体・知的の障害種別
により提供されていたサービス体系を一元化するとともに、精神障害のある人を新たにサービス対
象とし、障害種類を超えた共通の場で、障害特性を踏まえたサービス提供等を行うことが可能となっ
た。
　その後、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、「障害者自立支援法」を「障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とする内容を含む「地域社会における
共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が成立
した。これにより、障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による総合的な支援が
可能となるとともに、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害福祉サービス等の対象とな
る障害者の範囲に難病患者等が含まれることとなった。制度の対象疾病（難病等）については、当
面の措置として、難病患者等居宅生活支援事業の対象となっていた130疾病を対象としていたが、
難病医療費助成の対象となる指定難病の検討状況等を踏まえ、順次見直しを行い、2021年11月１日
より366疾病を対象としている。
　2016年５月には、「社会保障審議会障害者部会」でとりまとめられた報告書「障害者総合支援法
施行３年後の見直しについて」の内容を踏まえ、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、３つの新サービス（①自立生活
援助：本人の意思を尊重し、地域生活を支援するため、一人暮らしの障害者への居宅訪問等による
情報提供等の支援、②就労定着支援：就業に伴う生活面の課題に対応するための事業所・家族との
連絡調整等の支援、③居宅訪問型児童発達支援：重度の障害児への居宅訪問による発達支援）の創
設や、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行った。
　その後、2021年度の報酬改定においては、有識者の参画を得た障害福祉サービス等報酬改定検討
チームにおいて改定に向けた議論を進めてきたところであり、障害者の重度化・高齢化を踏まえた
地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援など
の障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応するため、事業所の経営状況や
制度の持続可能性の確保という観点も考慮しつつ、必要な改定を行った。

障害者総合支援法の成立と沿革
TOPICS
第４章第１節　１．利用者本位の生活支援体制の整備� ／厚生労働省
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（３）身近な相談支援体制整備の推進
ア　障害のある人や障害のある児童の親に対する一般的な相談支援
　障害のある人や障害のある児童の親に対する一般的な相談支援については、「障害者自立支
援法」により、2006年10月から、障害種別にかかわらず、事業の実施主体を利用者に身近な市
町村に一元化して実施している。また、市町村における相談支援事業の機能を充実・強化する
ため、2006年10月から住宅入居等支援事業を、2012年４月から基幹相談支援センター等機能強
化事業を、それぞれ地域生活支援事業に位置づけている。
　また、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に配置されている相談支援専
門員がサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成することにより、障害のある人や障
害のある児童の親が障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう支援を行ってお
り、2015年４月からは、支給決定前の全ての障害児者が、障害児支援利用計画案又はサービス
等利用計画案を作成することとしている。
　さらに、2018年度の報酬改定では、利用状況の適切な把握と適正なサービス量の調整が可能
となるよう、実施モニタリング期間の一部を見直してモニタリング頻度を高めたほか、質の高
い相談支援の実施や専門性の高い支援を行うための体制を適切に評価する加算（「サービス提
供時モニタリング加算」等）を創設している。また、2021年度の報酬改定においては、適切な
モニタリング頻度の決定を推進する観点から、利用者の個別性も踏まえて、モニタリング頻度
の決定を行う旨やモニタリング期間の変更をする際の手続きを再度周知している。
　広域・専門的な支援や人材育成については、都道府県の地域生活支援事業の中で、都道府県
相談支援体制整備事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業、発達障害者
支援センター運営事業、障害者就業・生活支援センター事業、障害児等療育支援事業、相談支
援従事者研修事業等を実施し、市町村をバックアップしている。

イ　都道府県による取組及び市町村区域への対応
　都道府県においては、市町村に対する専門的な技術支援、情報提供の役割を担っている更生
相談所等が設けられており、それぞれの施設が担う相談支援内容に合わせて、身体障害者相談
員、知的障害者相談員、児童に関する相談員及び精神保健福祉相談員を配置している。設置状
況は、身体障害者更生相談所（2022年４月現在78か所）、知的障害者更生相談所（2022年４月
現在88か所）、児童相談所（2022年４月現在228か所）、精神保健福祉センター（2022年４月現
在69か所）となっている。
　国においては、市町村の区域で生活に関する相談、助言その他の援助を行う民生委員・児童
委員を委嘱している。

ウ　法務局その他
　全国の法務局において、法務局職員及び人権擁護委員が、障害のある人に対する差別、虐待
等の人権問題について、面談・電話による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所な
どの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、法務省のホームペー
ジ上でもインターネットによる人権相談の受付を行っている。加えて、人権相談等を通じて人
権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適
切な措置を講じている。
　保健所、医療機関、教育委員会、特別支援学校、ハローワーク、ボランティア団体等におい
ても、相談支援が行われている。

第
５
章

第
６
章

第
４
章

第
２
章

第
３
章

第
１
章

参
考
資
料

102



エ　矯正施設入所者
　障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに福祉サービスを受けられ
るようにするため、刑務所等の社会福祉士等を活用した相談支援体制を整備するとともに、「地
域生活定着支援センター」を全国の各都道府県に整備している。同センターは、矯正施設、保
護観察所、地域の福祉関係機関等と連携して、社会復帰の支援を行っており、2021年度からは
起訴猶予者等への支援も行っている。
　また、帰住先が確定しないなどの理由により出所後直ちに福祉による支援が困難な者につい
て、更生保護施設への受入れを促進し、福祉への移行準備、自立した日常生活のための訓練等
を実施している。

（４）権利擁護の推進
ア　成年後見制度等
　認知症、知的障害又は精神障害などのため判断能力の十分でない人を保護し支援するための
成年後見制度について、パンフレットの配布や法務省ホームページ上のQ&A掲載など、制度
周知のための活動を行っている。また、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的
障害のある人又は精神障害のある人であり、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難で
あると認められる場合に、申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部について補
助を行うため、成年後見制度利用支援事業を実施しており、2012年度から市町村地域生活支援
事業の必須事業に位置付けている。
　報酬等の助成事業については、2020年４月１日現在で1,650市町村が実施しており、このうち、
国の地域生活支援事業費等補助金を活用しているのは1,388市町村となっており、今後とも本
事業の周知を図ることとしている。
　また、2013年度から、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び
活用を図るための研修を行う事業である成年後見制度法人後見支援事業を地域生活支援事業と
して市町村の必須事業に位置づけたほか、指定障害福祉サービス事業者等の責務として、障害
のある人等の意思決定の支援に配慮し、常に障害のある人の立場に立ってサービス等の提供を
行うことを義務づけている。
　日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のある人等のうち必
ずしも判断能力が十分でない人が、地域において自立した生活を送ることを支援するため、福
祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理に関する援助等を行う事業であり、都道府県・指定
都市社会福祉協議会を実施主体とし、事業の一部は委託された市区町村社会福祉協議会等が実
施している。本人からの申請は少なく、周囲の専門職等が必要と判断して利用に至る場合が多
いことが特徴である。利用者の判断能力の低下等により、成年後見制度へ移行する者が増加し
ており、単身世帯の増加により、成年後見制度への移行のための支援も必要とされている。
2021年３月末現在の本事業の実利用者数は56,761人となっており、今後とも本事業の一層の定
着を図ることとしている。
　成年後見制度の利用促進に関する施策は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成
28年法律第29号）に基づき、「成年後見制度利用促進委員会」における議論を踏まえて策定さ
れた「成年後見制度利用促進基本計画」（平成29年３月24日閣議決定）に沿って、財産管理の
みならず意思決定支援・身上保護も重視した適切な支援に繋がるよう、利用者がメリットを実
感できる制度・運用の改善や権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりなどの観点から総合
的・計画的に推進している。併せて、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく措
置として、成年被後見人及び被保佐人（以下「成年被後見人等」という。）の人権が尊重され、
成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項
その他の権利の制限に係る措置の撤廃等を盛り込んだ関係法案を国会に提出し、2019年12月に
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